
条例の制定・
改廃の請求

事務の
監査請求

議会の
解散請求

議員の
解職請求

長の
解職請求

主要公務員の
解職請求

選挙権を有す
る者の５０分
の１以上の連
署による。

選挙権を有す
る者の３分の
１以上の連署
による。

（議員の解職
請求の場合、
選挙区のある
ときは、所属
の選挙区を単
位として計算
する。）

（※）
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議会を招集
し提案
（意見付）

監査の実施
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者

の

投

票

議会の付議

議決

（過半数で
成立）

請求代表者
公 表

請求代表者
公 表
議 会
長(執行機関)

（通 知）
請求代表者
議会の議長
（関係議員）
公 表
（報 告）
市 町 村 長
知 事

請求代表者
関 係 者
公 表
知 事

過
半
数
の
同
意
が
あ
っ
た
と
き

解

散

解

職
2/3以上
の出席
3/4以上
の同意

種類 請求者 請求先 請求後の措置 結果の通知等

※ 選挙権を有する者が４０万を超え８０万以下の場合にあってはその４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の
１を乗じて得た数とを合算して得た数、８０万を超える場合にあってはその８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に
６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数。

直接請求の仕組み


